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株 主 各 位
東京都渋谷区代々木三丁目25番３号

レ カ ム 株 式 会 社
代表取締役社長 伊 藤 秀 博

第27期定時株主総会招集ご通知
　

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。

　さて、当社第27期定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご通

知申しあげます。
　なお、当日ご出席されない場合は、以下のいずれかの方法によって議決権を行使す

ることができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、議決

権を行使してくださいますようお願い申しあげます。

[郵送による議決権行使の場合]

　同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、令和２年12月24日

（木曜日）午後６時までに到着するようご返送ください。

[インターネットによる議決権行使の場合]

　当社指定の議決権行使ウェブサイト（https://soukai.mizuho-tb.co.jp/）にアクセ

スしていただき、同封の議決権行使書用紙に表示された「議決権行使コード」および

「パスワード」をご利用のうえ、画面の案内に従って、令和２年12月24日（木曜日）午

後６時までに、議案に対する賛否をご登録ください。

　なお、インターネットによる議決権行使に際しましては、５頁の「インターネット

による議決権行使について」をご確認くださいますようお願い申しあげます。

[スマートフォンによる議決権行使の場合]

　同封の議決権行使書用紙の右下に記載されている「ＱＲコード®」をお持ちのスマー

トフォンで読み取っていただき、画面の案内に従って、令和２年12月24日（木曜日）

午後６時までに、議案に対する賛否をご登録ください。

　なお、スマートフォンによる議決権行使に際しましては、４頁の「スマートフォン

によるご行使」のご案内もしくは同封のリーフレット「ＩＤ・パスワード不要の「ス

マート行使」で議決権行使をかんたんに!!」をご確認くださいますようお願い申しあ

げます。

敬 具

３頁に新型コロナウイルスに関するお知らせがございますので、ご確認をお願いい
たします。
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記
　

１. 日 時 令和２年12月25日（金曜日）午前10時

２. 場 所 東京都新宿区西新宿二丁目２番１号

　京王プラザホテル 南館４階「扇」

（末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。）

３. 目 的 事 項

報 告 事 項 １. 第27期（令和元年10月１日から令和２年９月30日まで）事業報

告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査等委員会の連

結計算書類監査結果報告の件

２. 第27期（令和元年10月１日から令和２年９月30日まで）計算書

類報告の件

決 議 事 項

　第１号議案 剰余金の処分の件

　第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件

以 上

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願

い申しあげます。

◎株主総会招集ご通知に際して提供すべき書類のうち、「連結注記表」および「個別注記表」につきま

しては、法令および定款第15条の規定に基づき、インターネット上の当社ウェブサイト（アドレス

http://www.recomm.co.jp/）に掲載しておりますので、本招集ご通知には記載しておりません。従い

まして、本招集ご通知に含まれる「連結計算書類」および「個別計算書類」は、会計監査人および監

査等委員会が監査した連結計算書類および計算書類の一部であります。

◎株主総会参考書類ならびに事業報告、連結計算書類および計算書類に修正が生じた場合は、インター

ネット上の当社ウェブサイト（アドレス https://www.recomm.co.jp/）に掲載させていただきます。
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＜新型コロナウイルス感染症への対応と株主の皆様へのお願い＞

　当社は令和２年12月25日（金曜日）に第27期定時株主総会を開催する予定でおりま

すが、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、下記のとおり対応させていただく

ことといたします。

　株主の皆様におかれましては、ご理解とご協力を賜りますようお願い申しあげます。

●事前の議決権行使のお願い

　株主の皆様におかれましては、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、本

年は株主総会当日のご来場をお控えいただき、議決権の行使は、同封の議決権行使書

用紙をご返送いただくか、インターネット（https://soukai.mizuho-tb.co.jp/)また

はスマートフォンでの「スマート行使」により議決権を行使くださいますようお願い

申しあげます。

●株主総会の当日ご出席される株主様へのお願い

・ご出席される株主の皆様におかれましては、株主総会開催日現在の国内の感染状況

やご自身の体調をお確かめのうえご来場くださいますようお願い申しあげます。

・マスクのご着用をお願い申しあげます。マスクの着用をされない株主様につきまし

ては、入場をお断りし、お帰りいただく場合がございます。

・株主総会会場にて、発熱や咳などの症状のある株主様やその他体調の優れない株主

様には、感染リスクを抑えるため入場をお断りし、または退場をお願いすることがご

ざいますので、あらかじめご了承ください。

・本総会につきましては、会場スタッフのマスク着用やアルコール消毒液の設置など、

新型コロナウイルスに対する適切な感染防止策を実施したうえで開催させていただき

ます。そのため、座席の間隔を広げていることから、ご用意できる座席が例年より大

幅に減少いたしますので、当日ご来場いただいても入場をお断りする場合がございま

す。

・新型コロナウイルス感染症拡大防止のため開催時間を短縮する観点から、事業報告

の詳細な説明の省略など、例年よりも議事進行を簡潔に進めることを予定しておりま

す。株主の皆様におかれましては、事前に本招集ご通知にお目通しいただきますよう

お願い申しあげます。

・例年開催しております、株主総会終了後の事業説明会は中止とさせていただきます

が、別途当社のウェブサイト（https://www.recomm.co.jp/）での配信にて実施させて

いただくことといたします。詳細につきましては、当社ウェブサイトにて改めてご案

内させていただきます。

・株主総会当日までの感染拡大の状況や政府等の発表内容等により、上記対応を変更

する場合がございます。当社のウェブサイト（https://www.recomm.co.jp/）からの発

信情報をご確認くださいますよう、併せてお願い申しあげます。
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▶下記 4つの方法がございます。

●株主総会へのご出席

令和２年12月25日（金曜日）
午前10時

議決権行使方法についてのご案内

株主総会開催日時

同封の議決権行使書用紙をご持参いただき、会場受付にご提出ください。

また、議事資料として本冊子をご持参くださいますようお願い申しあげます。

※代理人による議決権のご行使は、議決権を有する株主様１名に委任する場合に限られます。

　なお、代理権を証明する書面のご提出が必要となりますので、ご了承ください。

●郵送によるご行使

令和２年12月24日（木曜日）
午後６時到着分まで

同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示のうえ、行使期限までに到着するよう

ご返送ください。

行使期限

●インターネットによるご行使

令和２年12月24日（木曜日）
午後６時行使分まで

当社議決権行使サイトにアクセスしていただき、行使期限までに賛否を

ご登録ください。

【議決権行使ウェブサイト】https://soukai.mizuho-tb.co.jp/

※一部のインターネット閲覧ソフトウェア、携帯電話の一部機種ではご利用いただけません。

▶「インターネットによる議決権行使について」は次頁をご参照ください。

行使期限

令和２年12月24日（木曜日）
午後６時行使分まで

行使期限

●スマートフォンによるご行使（スマート行使）

（1） 同封の議決権行使書用紙右下に記載のQRコードをスマートフォンにてお読み取りいただき、「スマート行使」へ

アクセスした上で、画面の案内に従って行使内容をご入力ください（ID・パスワードのご入力は不要です）。

（2）「スマート行使」による議決権行使は１回限りです。

① 同封の議決権行使
書の右下にログイ
ンQRコード®が記
載されています。

② スマホのQRコード®
読み取りアプリを
起動します。

③ ログインQRコード®
にスマホをかざし
て読み取ります。

④ 「スマート行使」の
画面が表示されます
ので、こちらから議
決権行使をお願いい
たします。

※読み取りアプリは事前にイン
ストールをお願いいたします。 ※アプリの指示に従ってください。
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● インターネットによる議決権行使について ●

パソコン、スマートフォンまたは携帯電話等から、

議決権行使ウェブサイト

パソコン等による方法

https://soukai.mizuho-tb.co.jp/

令和２年12月24日(木曜日)

午後６時行使分まで

行使期限

「次へすすむ」をクリックしてください。

以降は画面の案内に従って

ご入力ください。

①議決権行使ウェブサイトへアクセスする

②ログインする

ご不明な点につきましては、以下にお問い合わせくださいますようお願い申しあげます。

みずほ信託銀行　証券代行部　インターネットヘルプダイヤル

電話番号 0120-768-524（フリーダイヤル）

（ご利用時間　午前９時～午後９時（土・日・祝日を除く））

同封の議決権行使書用紙に記載された「議決権行使
コード」をご入力いただき、「ログイン」をクリック
してください。

にアクセスし、同封の議決権行使書用紙に記載の議決権行使

コードおよびパスワードをご利用のうえ、画面の案内に従っ

て議案に対する賛否をご登録ください。

※ 議決権行使ウェブサイトをご利用いただく際の接続料金および通信料

　 金等は株主様のご負担となります。

※ インターネットのご利用環境、ご加入のサービスやご使用の機種によっ

　 ては、議決権行使ウェブサイトをご利用いただけない場合があります。

議決権のご行使にあたっては、以下の事項を予めご承知おきください。

議決権行使書用紙の郵送とインターネットの双方で議決権をご行使された場合は、インターネットに

よる議決権行使を有効なものとして取り扱います。

●

●インターネットにより議決権行使を複数回された場合には、最後にご行使されたものを有効なものと

して取り扱います。
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（添付書類）
　

事 業 報 告

（令和元年10月１日から
令和２年９月30日まで）

　
１. 企業集団の現況

　(1) 当連結会計年度の事業の状況

　 ① 事業の経過および成果

当連結会計年度における我が国の経済は、新型コロナウイルス感染症の影響

により、４月～６月期のＧＤＰが戦後最大の減少となるなど、大幅な景気後退

局面に転換いたしました。アジアでは中国で持ち直し傾向が顕著となっており

ますが、ＡＳＥＡＮ地域においては新型コロナウイルス感染症拡大により経済

環境が著しく悪化するなど、全体として先行き不透明な状況になっております。

当社の属する情報通信業界におきましては、情報通信機器や事務用機器のリ

ース取扱高でみると前年比で減少傾向にあり、年初よりマイナスが大きくなっ

ているなど、総じて厳しい状況で推移しております。

こうした経営環境のなか、当社グループはグループシナジーの最大化に取り

組み、組織再編やグループ会社の統合を進めてまいりました。ＩＴソリューシ

ョン事業では、東西に設置した情報通信機器販売会社を統合し、事業や事業オ

ペレーションを統一するなど効率化を図るとともに、新規の顧客開拓及び約６

万件の顧客データベースを活用した顧客向けサービスを強化しました。ＢＰＯ

（※１）事業では、コンサルティング営業を強化し、業務効率化構築の提案と従

来から行っているＢＰＯサービスの獲得に取り組みました。また、大連２セン

ター、長春、ミャンマーの特性に合った業務配分を行い、業務効率を高めてま

いりました。海外法人事業では、新型コロナウイルス感染症による経済活動へ

の影響が大きい中、省エネ商材に加え、６月に海外７か国で独占販売権を取得

したウイルス除去・除菌装置の販売に注力しました。

以上の結果、当連結会計年度の業績は、売上高が前年同期比11.4％減の8,739

百万円となりました。営業利益は、海外法人事業においてロックダウン等によ

り事業活動ができない期間が発生したことやその後の各国経済環境の悪化、当

社社員を現地へ再赴任させられないなどの影響により345百万円の損失（前年同

期は511百万円の利益）、経常利益は244百万円の損失（前年同期は642百万円の

利益）となりました。一方、親会社株主に帰属する当期純利益は、有価証券売

却益の計上などにより、前年同期比2.8％増の327百万円と３期連続で最高益と

なりました。

※１ ＢＰＯ（Business Process Outsourcing）の略称です。
　

― 6 ―

2020年11月24日 10時49分 $FOLDER; 6ページ （Tess 1.50(64) 20200401(on201812)_02）



セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。

a. ＩＴソリューション事業

直営店チャネルにおいては、新規の顧客開拓に注力するとともに、顧客デ

ータベースを活用した効率的な営業活動を実施しました。年々高度化、多様

化しているサイバー攻撃対策として独自商品であるＵＴＭ（※２）等のセキ

ュリティ商品やリモートワークに対応した商品・サービスの提案を強化しま

した。これらの結果、同チャネルの売上高は前年同期比6.0％増の2,073百万

円となりました。

　加盟店チャネルにおいては、加盟店へ販売手法の共有を推し進めるととも

に、ＵＴＭ等のセキュリティ商材の販売支援を強化してまいりました。なお、

主要な加盟店であった１社と加盟店契約を終了しました。これらの結果、同

チャネルの売上高は前年同期比27.0％減の1,169百万円となりました。

代理店チャネルにおいては、採算性を重視した代理店の再編成を進め、各

代理店に対してセキュリティ商材等の販売支援を積極的に実施しました。こ

れらの結果、同チャネルの売上高は前年同期比19.1％減の123百万円となりま

した。

グループ会社においては、ＵＴＭ販売及び回線取次の拡販に取り組みまし

た。これらの結果、グループ会社の売上高は前年同期比14.1％減の758百万円

となりました。

これらの結果、ＩＴソリューション事業全体（直営店・加盟店・代理店・

グループ会社の合計）の売上高は、前年同期比10.2％減の4,124百万円となり

ました。利益面においては新型コロナウイルス感染症の拡大や緊急事態宣言

発令により3月から5月にかけた営業自粛等による売上減少が響き、販売管理

費の削減を実施したものの、セグメント利益は前年同期比44.6％減の107百万

円となりました。

※２ ＵＴＭ（Unified Threat Management：統合脅威管理）の略称です。

　

b. エネルギーソリューション事業

エネルギーソリューション事業は代理店へのＬＥＤ照明等の省エネ商材の

拡販に努めるとともに、取扱い商材を増やし、新規代理店の獲得に注力いた

しました。また、グループ会社経由の販売を強化しました。太陽光発電シス

テムについては新規顧客の開拓に注力するとともに、顧客への蓄電池販売を

強化しました。一方、緊急事態宣言中に営業を自粛する代理店が多かったこ

とや、コロナ禍で対面を拒否する一般家庭が増えたため、太陽光発電システ

ムの営業に著しく影響がありました。

これらの結果、売上高は前年同期比19.7％減の2,390百万円となりました。

セグメント利益は、売上高の減収率が大きく、経費削減に努めたものの93百

万円の損失（前年同期は28百万円の利益）となりました。
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c. ＢＰＯ事業

ＢＰＯ事業は、紹介やＷｅｂを通じた問い合わせ対応による新規顧客開拓

を推進するとともに、顧客からの追加の業務受託獲得に取り組んでまいりま

した。ＢＰＯセンターにおいては、業務効率と品質向上に取り組み、４拠点

の特性を活かした業務配分を行い、ＲＰＡやＡＩ－ＯＣＲの活用による自動

化を推進し、業務効率の向上を図ってまいりました。

これらの結果、売上高は前年同期比1.1％増の516百万円となりました。セ

グメント利益は、自動化による生産性の向上やＢＰＯセンターの効率的なオ

ペレーション運用効果により、前年同期比44.5％増の118百万円となりまし

た。

d. 海外法人事業

海外法人事業は、中国、インド及びＡＳＥＡＮ地域で事業を行うまでに拡

大し、各国の特性や状況に応じた強化商品の取り組みを行いました。海外各

拠点においては、ロックダウンや移動制限等により、事業活動ができない期

間が発生し、営業再開後も企業の投資マインドの急速な悪化により、営業効

率が著しく低下しました。さらには、海外間の入出国制限により、日本へ一

時帰国させた社員を再赴任させられない影響もありました。

これらの結果、売上高は前年同期比3.9％減の1,707百万円となりました。

セグメント利益は、拠点数が増加したにもかかわらず減収となり、固定費の

増加やのれん負担も加わったことにより、380百万円の損失（前年同期は235

百万円の利益）となりました。
　

　 ② 設備投資の状況

　特に記載すべき事項はありません。
　

　 ③ 資金調達の状況

当社において、当連結会計年度内における新株予約権の行使により、総額で

243百万円の資金調達ができました。

　 ④ 事業の譲渡、吸収分割または新設分割の状況

　特に記載すべき事項はありません。
　

　 ⑤ 他の会社の事業の譲受けの状況

　特に記載すべき事項はありません。
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　 ⑥ 吸収合併または吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の

状況

　当社子会社のレカムジャパンイースト株式会社と当社子会社のレカムジャパ

ンウエスト株式会社は、令和２年４月１日を効力発生日として、レカムジャパ

ンイースト株式会社を存続会社とする吸収合併を行いました。併せて、合併後

に商号をレカムジャパン株式会社に変更しております。
　

　 ⑦ 他の会社の株式その他の持分または新株予約権等の取得または処分の状況

　特に記載すべき事項はありません。

　(2) 企業集団の財産および損益の状況の推移

区 分
第24期

(平成29年９月期)
第25期

(平成30年９月期)
第26期

(令和元年９月期)

第27期
(当連結会計年度)
(令和２年９月期)

売 上 高 (百万円) 5,139 7,296 9,858 8,739

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益

(百万円) 140 304 318 327

１株当たり当期純利益(注) (円) 2.40 4.75 4.65 4.37

総 資 産 (百万円) 3,161 5,932 9,777 9,910

純 資 産 (百万円) 1,758 3,193 4,201 5,396

１株当たり純資産額(注) (円) 27.26 44.02 51.21 60.71

(注) １株当たり当期純利益は、自己株式を控除した期中平均発行済株式数により、また、１株当た
り純資産額は、自己株式を控除した期末発行済株式総数によりそれぞれ算出しております。
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　(3) 重要な親会社および子会社の状況

　 ① 親会社との関係

　該当事項はありません。

　 ② 重要な子会社の状況

会 社 名 資 本 金 議 決 権 比 率 主要な事業内容

レカムジャパン株式会社 100百万円 100.0％ ＩＴソリューション事業

オ ー パ ス 株 式 会 社 10 100.0
ＩＴソリューション機器の
設置・保守

レカムビジネスソリューションズ(大連)株式有限公司 225 78.4 ＢＰＯ事業、海外法人事業

レカムビジネスソリューションズ(長春)有限公司 7 (78.4) ＢＰＯ事業

レカムビジネスソリューションズ(上海)有限公司 95 (78.4) 海外法人事業

レカム騰遠ビジネスソリューションズ（大連）有限公司 75 (78.4) ＢＰＯ事業

レ カ ム Ｂ Ｐ Ｏ 株 式 会 社 30 (78.4) ＢＰＯ事業

ミャンマーレカム株式会社 56 (78.4) ＢＰＯ事業

ヴィーナステックジャパン株式会社 ９ 51.0
ＩＴソリューション機器の卸売事
業

レカムＩＥパートナー株式会社 10 51.0 エネルギーソリューション事業

ベトナムレカム有限会社 49 100.0 海外法人事業

レカムビジネスソリューションズ（マレーシア）株式会社 28 100.0 海外法人事業

株式会社Ｇ・Ｓコミュニケー
ションズ

3 100.0 回線販売事業、代理店事業

レカムビジネスソリューショ
ンズ（ミャンマー）株式会社

33 100.0 海外法人事業

レカムビジネスソリューショ
ンズ（インディア）株式会社

103 100.0 海外法人事業

株式会社産電 48 100.0 エネルギーソリューション事業

株式会社産電テクノ 5 100.0 エネルギーソリューション事業

台湾レカムエイトツールビジ
ネスソリューションズ株式有
限公司

29 60.0 海外法人事業

レカムビジネスソリューショ
ンズ（タイ）株式会社

35 40.0 海外法人事業
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会 社 名 資 本 金 議 決 権 比 率 主要な事業内容

レカムビジネスソリューショ
ンズ（アジア）株式会社

7 80.0 海外法人事業

FTGroup(PHILIPPINES),Inc. 37 80.0 海外法人事業

FTGroup(Philippines)Trading,
Inc.

21 80.0 海外法人事業

PT. FT Group Indonesia 281 80.0 海外法人事業
　

(注) １．議決権比率の（ ）は、直接保有、間接所有を合せた比率であります。
２．当連結会計年度末日における特定完全子会社に該当する子会社はありません。

　

　(4) 対処すべき課題

　 ① 人材の採用・育成

　お客様に対して営業に関わるあらゆる問題解決を提供する「セールスソリュ

ーションプロバイダー」の確立を目指している当社グループにおいて、最大の

経営資源は人財であり、優秀な人員の採用及び育成は経営の最重要課題の一つ

であります。また、グローバル化に対応すべく、国籍・年齢・性別を問わず優

秀な人財の採用、育成により一層取り組んでまいります。

　 ② 既存事業の事業拡大

　ＩＴソリューション事業、エネルギーソリューション事業、ＢＰＯ事業、海

外法人事業をより一層拡大していくための手法として、事業シナジーのある企

業とのアライアンスやＭ＆Ａを活用して事業拡大を図っております。特に、国

内のＩＴソリューション事業やエネルギーソリューション事業においては同業

他社との競争が厳しくなってきております。

③ 海外展開の積極化

海外法人事業においては、ＬＥＤ照明の販売を最初の商材として販売してい

くケースが多く、同商材の販売比率が高い地域が多い状況にあります。業務用

エアコンやコンプレッサー、太陽光発電システム等のアップセルや、ウイルス

除菌装置「ＲｅＳＰＲ（レスパー）」などの商品ラインナップ強化による収益基

盤の多様化を図ってまいります。また、現地の営業社員による現地企業や外資

系企業への販売も推進してまいります。
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④ 経営管理体制の強化

　当社グループは、この数年で急速に業容を拡大し、日本のほか中国、インド

およびＡＳＥＡＮ地域で事業を行うまでになっております。今後のグローバル

な事業展開に対応するための経営管理体制のさらなる強化が課題であると認識

しております。事業各社における様々な課題に迅速、的確に対応するとともに、

事業規模に即した内部統制制度の整備、強化、見直しに努め、すべてのステー

クホルダーから信頼される企業グループとなるよう取り組んでまいります。

　

　(5) 主要な事業内容（令和２年９月30日現在）
　

事 業 内 容 主 要 商 材 、 製 品

ＩＴソリューション事業
ビジネスホン、デジタル複合機、情報セキュリティ商品、その他ＯＡ
機器等の販売・設置・保守

エネルギーソリューション事業
ＬＥＤ照明、エアコン、太陽光発電、蓄電池、その他エネルギー環境
関連商材の販売・設置・保守

Ｂ Ｐ Ｏ 事 業 ＢＰＯの受託

海 外 法 人 事 業
エネルギー環境関連商材、デジタル複合機、その他ＯＡ機器等の販
売・設置・保守
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　(6) 主要な営業所（令和２年９月30日現在）
　

当 社 本社：東京都渋谷区

レカムジャパン株式会社 本社：東京都渋谷区

オ ー パ ス 株 式 会 社 本社：東京都渋谷区、技術部門：埼玉県戸田市

レカムＢＰＯ株式会社 本社：東京都渋谷区

レカムＩＥパートナー株式会社 本社：東京都渋谷区

ヴィーナステックジャパン株式会社 本社：東京都渋谷区

レカムビジネスソリューションズ(大連)株式有限公司 本社：中華人民共和国遼寧省大連市

レカムビジネスソリューションズ(長春)有限公司 本社：中華人民共和国吉林省長春市

レカムビジネスソリューションズ(上海)有限公司 本社：中華人民共和国上海市

ミャンマーレカム株式会社 本社：ミャンマー連邦共和国ヤンゴン市

ベトナムレカム有限会社 本社：ベトナム社会主義共和国ホーチミン市

レカムビジネスソリューションズ（マレーシア）株式会社 本社：マレーシア国クアラルンプール市

レカムビジネスソリューションズ（ミャンマー）株式会社 本社：ミャンマー連邦共和国ヤンゴン市

レカムビジネスソリューションズ（インディア）株式会社 本社：インド グルガオン市

株 式 会 社 産 電 本社：大阪府大阪市福島区

株 式 会 社 産 電 テ ク ノ 本社：奈良県奈良市

台湾レカムエイトツールビジネスソリューションズ株式有限公司 本社：台湾台北市

レカムビジネスソリューションズタイ株式会社 本社：タイ王国バンコク

FTGroup(PHILIPPINES),Inc. 本社：フィリピン共和国サンタローサ

PT. FT Group Indonesia 本社：インドネシア共和国ジャワ
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　(7) 使用人の状況（令和２年９月30日現在）

　 ① 企業集団の使用人の状況
　

事 業 部 門 使 用 人 数 前連結会計年度末比増減

ＩＴソリューション事業 63（２）名 ９（△5）名減

エネルギーソリューション事業 57 (－) 27（ －）名減

Ｂ Ｐ Ｏ 事 業 231（10) 28（＋6）名減

海 外 法 人 事 業 59（－) 19（ －）名減

管 理 部 門 92（－) 25（ －）名増

合 計 502（12) 58（＋1）名減
　

(注) 使用人数は就業員数であり、パートおよび嘱託社員は（ ）内に外数で記載しております。

　 ② 当社の使用人の状況

使 用 人 数 前事業年度末比増減 平 均 年 齢 平均勤続年数

29名 15名減 42.0歳 6.8年
　

　(8) 主要な借入先の状況（令和２年９月30日現在）

借 入 先 借 入 額

株 式 会 社 り そ な 銀 行 789百万円

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 300

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 208

株 式 会 社 東 日 本 銀 行 187

株 式 会 社 千 葉 銀 行 150

　

　(9) その他企業集団の現況に関する重要な事項

　 該当事項はございません。
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２. 会社の現況

　(1) 株式の状況（令和２年９月30日現在）

① 発行可能株式総数 240,000,000株

② 発行済株式の総数 81,358,755株（自己株式1,013,000株を除く）

③ 株主数 24,069名

④ 発行済株式（自己株式を除く）の総数に対する保有株式数の割合において上

位10名の株主

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

伊 藤 秀 博 5,000,000株 6.15％

株 式 会 社 エ フ テ ィ グ ル ー プ 2,000,000 2.46

亀 山 与 一 1,038,500 1.28

日 本 証 券 金 融 株 式 会 社 904,900 1.11

有 限 会 社 ヤ マ ザ キ 630,000 0.77

楽 天 証 券 株 式 会 社 520,500 0.64

清 水 直 也 505,000 0.62

井 上 聡 500,000 0.61

奥 西 明 486,100 0.60

神 林 茂 412,000 0.51
　

(注) 持株比率は自己株式（1,013,000株）を控除して計算しております。また、上記大株主より自己
株式は除外しております。
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　(2) 新株予約権等の状況

　 ① 当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権の状況

（令和２年９月30日現在）

第11回新株予約権 第13回新株予約権

発 行 決 議 日 平成25年11月15日 平成26年11月14日

新 株 予 約 権 の 数 700個 340個

新株予約権の目的となる

株 式 の 種 類 と 数

普通株式 70,000株 普通株式 34,000株

（新株予約権１個につき100株） （新株予約権１個につき100株）

新株予約権の払込金額
新株予約権と引換えに払い込み
は要しない

新株予約権と引換えに払い込み
は要しない

新株予約権の行使に際して

出資される財産の価額

新株予約権１個当たり 新株予約権１個当たり

3,900円 9,700円

（１株当たり 39円) （１株当たり 97円)

権 利 行 使 期 間
平成27年11月16日から
令和２年11月15日まで

平成28年11月15日から
令和３年11月14日まで

行 使 の 条 件 注1、注2 注1、注2

役
員
の
保
有
状
況

取 締 役
( 監 査 等 委 員 及 び
社外取締役を除く)

新株予約権の数： 450個 新株予約権の数： 240個

目的となる株式数： 45,000株 目的となる株式数： 24,000株

保 有 者 数： １人 保 有 者 数： １人

社 外 取 締 役
(監査等委員を除く)

新株予約権の数： －個 新株予約権の数： －個

目的となる株式数： －株 目的となる株式数： －株

保 有 者 数： －人 保 有 者 数： －人

取 締 役
( 監 査 等 委 員 )

新株予約権の数： 250個 新株予約権の数： 100個

目的となる株式数： 25,000株 目的となる株式数： 10,000株

保 有 者 数： １人 保 有 者 数： １人

(注) 1. 新株予約権の譲渡および質入はこれを認めない。
2. 新株予約権の割当てを受けた者が死亡した場合、相続人は権利を行使できる。
3. 新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時において当社または当社子会社の役員または

使用人であることを要する。

　 ② 当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付した新株予約権の

状況

　 該当事項はありません。
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　(3) 会社役員の状況

　 ① 取締役の状況（令和２年９月30日現在）

会社における地位 氏 名 担当および重要な兼職の状況

代 表 取 締 役 社 長 伊 藤 秀 博

レカムグループＣＥＯ
レカムジャパン㈱取締役会長、レカムビジネスソリュ
ーションズ（大連）株式有限公司董事長、㈱産電取締
役、レカムＢＰＯ㈱取締役

取 締 役 砥 綿 正 博
執行役員財務本部長ＣＦＯ、
㈱産電取締役、レカムビジネスソリューションズ(タ
イ)㈱取締役

取 締 役 大 嶋 祐 紀

取 締 役 三 宅 伊 智 朗 アルテリア・ネットワークス㈱社外取締役

取 締 役
(常勤監査等委員)

加 藤 秀 人
レカムジャパン㈱、オーパス㈱、レカムＩＥパートナ
ー㈱、㈱産電、レカムＢＰＯ㈱監査役

取 締 役
( 監 査 等 委 員 )

山 口 義 成
㈱アールネクスト、㈱エヌイーエス、㈱アイ・アー
ル・ジー・インターナショナル代表取締役

取 締 役
( 監 査 等 委 員 )

嶋 津 良 智 一般社団法人日本リーダーズ学会代表理事

(注) 1. 取締役大嶋祐紀氏、三宅伊智朗氏、山口義成氏および嶋津良智氏は、社外取締役でありま
す。

2. 当社は、情報収集その他監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するため、常勤の監
査等委員を置いております。

3. 当社は、各社外取締役および各監査等委員である社外取締役との間で、会社法第427条第１
項および定款の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結し
ております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第１項に定める額
としております。

4. 取締役大嶋祐紀氏、三宅伊智朗氏、山口義成氏および嶋津良智氏は、東京証券取引所の定
めに基づく独立役員として指定し、同証券取引所に届け出ております。

　 ② 当事業年度中に退任した取締役

該当事項はありません。

　 ③ 取締役の報酬等の額

区 分 支 給 人 員 報酬等の額

取締役（監査等委員を除く)
(う ち 社 外 取 締 役)

４名
( ２)

88百万円
( ７)

取 締 役 （監 査 等 委 員 )
(う ち 社 外 取 締 役)

３
( ２)

18
( ７)

合 計
(う ち 社 外 役 員)

７
( ４)

106
( 14)

(注) 1. 取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2. 取締役（監査等委員を除く）の報酬等限度額は、平成27年12月18日開催の第22期定時株主

総会において年額500百万円以内（ただし、使用人分給与は含まない。）と決議いただいて
おります。

3. 取締役（監査等委員）の報酬等限度額は、平成27年12月18日開催の第22期定時株主総会に
おいて年額30百万円以内と決議いただいております。
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　 ④ 社外役員に関する事項

　 イ．他の法人等との兼職状況（他の法人等の業務執行者である場合）および当

社と当該他の法人等との関係

・取締役三宅伊智朗氏は、アルテリア・ネットワークス株式会社の社外取締

役を兼務しております。また、令和２年４月までS&P Global JAPAN社の特

別顧問を兼務しておりました。当社と両社との間に特別の関係はありませ

ん。

・取締役（監査等委員）山口義成氏は、株式会社アールネクスト、株式会社

エヌイーエスおよび株式会社アイ・アール・ジー・インターナショナルの

３社の代表取締役を兼務しております。なお、当社はそれら３社との間に

特別の関係はありません。

・取締役（監査等委員）嶋津良智氏は、一般社団法人日本リーダーズ学会代

表理事を兼務しております。なお、当社は同学会との間に特別の関係はあ

りません。

　 ロ．当事業年度における主な活動状況

活 動 状 況

取締役
　 大 嶋 祐 紀

当事業年度に開催された取締役会全15回のすべてに出席いたしま
した。他の企業の役員経験、海外でのビジネス経験等、経営全般
に精通した見地から意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥
当性・適正性を確保するための発言を適宜行っております。

取締役
　 三 宅 伊智朗

当事業年度に開催された取締役会全15回のうち12回に出席いたし
ました。他の企業の役員経験、外資系金融関連企業や有力格付け
会社でのマネージメント経験等、経営全般に精通した見地から意
見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保す
るための発言を適宜行っております。

取締役（監査等委員）
　 山 口 義 成

当事業年度に開催された取締役会全15回のうち12回、ならびに監
査等委員会全10回のうち７回に出席いたしました。他の企業の役
員経験等、経営全般に精通した見地から意見を述べるなど、取締
役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を適宜行
っております。

取締役（監査等委員）
　 嶋 津 良 智

当事業年度に開催された取締役会全15回のうち13回、ならびに監
査等委員会全10回のうち９回に出席いたしました。他の企業の役
員経験等、経営全般に精通した見地から意見を述べるなど、取締
役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を適宜行
っております。
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　(4) 会計監査人の状況

① 会計監査人の名称

新宿監査法人
　 （注）清陽監査法人は、令和元年12月25日をもって退任いたしました。

　 ② 報酬等の額

報酬等の額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 21百万円

当社および子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他
の財産上の利益の合計額

21

(注) １．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に
基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんの
で、当事業年度に係る報酬等の額にはこれらの合計額（消費税等は含まれておりませ
ん。）を記載しております。

　２．監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況や報酬見積も
りの算出根拠などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条
第１項の同意を行っております。

　 ③ 非監査業務の内容

　該当事項はありません。

　 ④ 会計監査人の解任または不再任の決定の方針

　該当事項はありません。
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　(5) 業務の適正を確保するための体制について

　業務の適正を確保するための内部統制システムの整備に関する基本方針として、

当社が取締役会において決議した事項は、次のとおりであります。

　 ① 取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保す

るための体制

　当社およびレカムグループは、全ての取締役、執行役員およびレカムグルー

プにおいて雇用されている者（嘱託として雇用した者やパートタイマー含む。

以下、「レカムグループの役員および社員等」という）が、関係法令・社内規程

の遵守および倫理への適合（以下、「コンプライアンス」という）する職務を遂

行するために、法令・定款だけではなく、企業理念および企業倫理規程をはじ

めとする各種社内規程や社会規範を行動規範とする。また、その徹底を図るた

め、経営管理本部においてコンプライアンスの取り組みを横断的に統括するこ

ととし、同本部を中心にレカムグループの役員および社員等への教育を行う。

内部監査部門は、コンプライアンスの状況を監査する。これらの活動は定期的

に取締役会および監査等委員に報告されるものとする。また、法令上疑義のあ

る行為等について、レカムグループの役員および社員等が直接情報提供を行う

手段としてコンプライアンス・ホットラインを設置･運営する。

　

　 ② 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する事項

　文書管理規程に従い、取締役の職務執行に係る情報を文書または電磁媒体

（以下、「文書等」という。）に記録し、保存する。取締役および監査等委員は、

文書管理規程により、常時これらの文書等を閲覧できるものとする。

　

　 ③ 損失の危機の管理に関する規程その他の体制

　取締役会は、リスク管理担当取締役を任命する。コンプライアンス、労働衛

生、環境、災害、品質、情報セキュリティおよび輸出管理等に係るリスクにつ

いては、それぞれの担当部門にて規則･ガイドラインの制定、研修の実施、マニ

ュアルの作成･配布等を行うものとし、組織横断的リスク状況の監視および全社

的対応は、リスク管理担当取締役管掌のもと、経営管理本部が行うものとする。

また、代表取締役社長を委員長とするコンプライアンスマネジメント委員会を

設置し、全社的リスク管理の進捗状況のレビューを実施し、その結果は取締役

会および監査等委員に報告される。

　

　 ④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

　以下の経営管理システムを用いて、取締役の職務の執行の効率化を図る。

　 (1) 取締役会は月に一度定時に開催するほか、必要に応じて臨時に開催し、法

令、定款および「取締役会規程」に定める事項について、機動的な意思決

定を行う。

― 20 ―

2020年11月24日 10時49分 $FOLDER; 20ページ （Tess 1.50(64) 20200401(on201812)_02）



　 (2) 意思決定の一層の迅速化および業務執行の監督・監視機能の強化を図るた

め、執行役員制度を採用し、取締役会において、執行役員を選任するとと

もにその業務分担を定める。

　 (3) 当社の業務執行上の意思決定は、取締役会決議事項を除き、「職務権限規

程」に定める職務権限および手続きにしたがって執行役員社長または担当

執行役員、部門長等が行う。

　 (4) 取締役会による中期経営計画の策定、中期経営計画に基づく事業部門毎の

業績目標と予算の設定と、月次･四半期の業績管理の実施を行う。

　 (5) 取締役会による月次業績のレビューと具体的改善策の立案、実施を行う。

　 ⑤ 当社および子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体

制

　 (1) 当社およびレカムグループにおける内部統制の構築を目指し、当社の経営

管理本部をレカムグループ全体の内部統制に関する担当部門とし、当社お

よびグループ各社間での内部統制に関する協議、情報の共有化、指示･要請

の伝達等が効率的に行われるシステムを含む体制を構築する。

　 (2) 当社取締役、執行役員およびグループ各社の社長は、各部門の業務執行の

適正を確保する内部統制の確立と運用の権限と責任を有する。

　 (3) 当社およびレカムグループの財務報告に係る内部統制については、金融商

品取引法その他の法令に基づき、その評価、維持、改善等を行う。

　 (4) 当社の内部監査部門は、当社およびレカムグループ各部門の内部監査を実

施し、その結果をその責任者に報告の上、内部統制の改善策の指導、実施

の支援･援助を行う。

　 ⑥ 監査等委員がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における

当該使用人に関する事項

　監査等委員がその職務を補助する使用人を置くことを求めた場合には、監査

等委員と協議の上、必要に応じて監査等委員の職務を補助する使用人を置くも

のとする。

　 ⑦ 監査等委員の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性に関する事項

　監査等委員を補助する使用人は、取締役等の指揮命令を受けないものとする。
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　 ⑧ 当社の取締役および使用人ならびに子会社の取締役、監査役、使用人が監査

等委員に報告するための体制その他の監査等委員への報告に関する体制

　レカムグループの役員および社員等は、監査等委員に対して、法定の事項に

加え、当社およびレカムグループに重大な影響を及ぼす事項、内部監査の実施

状況、コンプライアンス･ホットラインによる通報状況およびその内容を速やか

に報告する。報告の方法（報告者、報告受領者、報告時等）については、取締

役と監査等委員との協議により決定する方法による。

　なお、監査等委員への報告を行った者が、当該報告を行ったことを理由に不

利な取扱いを受けることを禁止し、その旨をレカムグループの役員および社員

等に周知徹底する。また、内部通報を行った者に対しても、通報者の不利益な

扱いを禁止する。

　 ⑨ その他監査等委員の監査が実効的に行われることを確保するための体制

(1) 監査等委員は、取締役会に出席するほか、必要と認める執行役員会等重要

な会議に出席する。また、代表取締役社長との間の定期的な意見交換会を

設定する。

(2) 監査等委員は、監査等委員会において、監査実施状況等について情報の交

換・協議を行う。また、会計監査人の監査業務遂行に協力し、定期的に会

計監査に関する報告を受け、意見交換を行うとともに、内部監査部門との

連携を図ることで、効果的な監査業務を行う。

　 (3) 監査等委員は、会計監査人から監査計画の説明を受け、また、必要に応じ

て監査実施状況の聴取を行う。

　 (4) 監査等委員が職務の執行について生じる費用の支出を求めた場合、当該監

査等委員の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、当社はその

費用を負担する。

(6) 業務の適正を確保するための内部統制システムの運用状況

当社では、前記の内部統制システムの体制整備に関する基本方針に基づいて、

内部統制システムの整備とその適切な運用に努めております。当事業年度におけ

るその運用状況の概要は次のとおりであります。

① コンプライアンスに対する取組みの状況

当社グループは、役職員の職務の執行が法令および定款に適合し、かつ社会

規範および企業倫理を遵守した行動をとるため、「企業理念」「社是」「価値基

準」を定め、全役職員に周知徹底を行っております。

　また、遵守すべき法令をまとめた「コンプライアンスマニュアル」の見直し

を定期的に行い、全社員に対し教育を行っております。
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② 職務執行の適正性および効率的に行われることに対する取組みの状況

取締役会を15回開催し、各議案についての審議、職務執行状況の報告・監督

を行い、活発な意見交換がなされており、意思決定および監督の実効性は確保

されているものと考えております。

　また、取締役会とは別に毎週１回、執行役員で構成する執行役員会を、また

毎月１回、部課長以上の役職者で構成する経営会議を行い、社内情報の一元化

と業務推進および定期的な報告と確認を行うことで迅速な業務執行が可能な体

制となっております。

③ 当社グループにおける業務の適正性に対する取組みの状況

当社グループにおきましては、毎月開催の経営会議に子会社役職者が出席し、

当社グループの業務執行の状況および経営計画の進捗状況等を確認・協議して

おります。

④ 海外子会社の業務の適正性に対する取組みの状況

海外の子会社については、担当取締役を現地に派遣し定期的な管理監督を実

施するとともに、提出された報告資料や毎月開催されるテレビ会議等により、

業務の遂行状況のモニタリングを行っております。

　（注）本事業報告中の記載金額は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。
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連 結 貸 借 対 照 表
(令和２年９月30日現在)

（単位：千円）

資 産 の 部 負 債 の 部

流 動 資 産 6,805,091 流 動 負 債 3,279,345

現 金 及 び 預 金 3,478,027 買 掛 金 912,920

受 取 手 形 及 び 売 掛 金 1,921,864 短 期 借 入 金 710,563

商 品 及 び 製 品 766,132 １年以内返済予定の長期借入金 424,828

仕 掛 品 4,530 未 払 金 382,951

原 材 料 及 び 貯 蔵 品 4,188 未 払 費 用 25,614

前 払 費 用 79,559 未 払 法 人 税 等 427,054

未 収 入 金 224,460 未 払 消 費 税 等 11,940

そ の 他 354,740 預 り 金 129,079

貸 倒 引 当 金 △28,412 賞 与 引 当 金 29,405

固 定 資 産 3,095,041 受 注 損 失 引 当 金 98,836

有 形 固 定 資 産 101,912 そ の 他 126,152

建 物 及 び 構 築 物 69,629

機 械 装 置 及 び 運 搬 具 45,582 固 定 負 債 1,235,269

工 具 器 具 備 品 248,065 長 期 借 入 金 1,037,160

リ ー ス 資 産 2,430 長 期 預 り 金 181,478

減 価 償 却 累 計 額 △263,796 資 産 除 去 債 務 5,443

無 形 固 定 資 産 2,469,537 繰 延 税 金 負 債 11,186

の れ ん 2,215,397

ソ フ ト ウ エ ア 33,282 負 債 合 計 4,514,614

そ の 他 220,857 純 資 産 の 部

投 資 そ の 他 の 資 産 523,590 株 主 資 本 4,975,539

投 資 有 価 証 券 69,705 資 本 金 2,437,914

長 期 貸 付 金 6,799 資 本 剰 余 金 2,382,254

敷 金 47,980 利 益 剰 余 金 239,797

保 証 金 111,584 自 己 株 式 △84,427

保 険 積 立 金 101,732 その他の包括利益累計額 △36,589

繰 延 税 金 資 産 144,303 為 替 換 算 調 整 勘 定 △66,795

そ の 他 60,927 その他有価証券評価差額金 30,206

貸 倒 引 当 金 △19,441 新 株 予 約 権 17,111

非 支 配 株 主 持 分 440,271

繰 延 資 産 10,815 純 資 産 合 計 5,396,333

資 産 合 計 9,910,948 負 債 純 資 産 合 計 9,910,948

※単位未満の端数処理は、切り捨て表示によっております。
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連 結 損 益 計 算 書

（令和元年10月１日から
令和２年９月30日まで）

（単位：千円）

科 目 金 額

売 上 高 8,739,202

売 上 原 価 6,064,556

売 上 総 利 益 2,674,646

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 3,019,904

営 業 損 失 345,258

営 業 外 収 益

受 取 利 息 20,511

そ の 他 187,710 208,222

営 業 外 費 用

支 払 利 息 21,075

為 替 差 損 1,798

そ の 他 84,823 107,698

経 常 損 失 244,734

特 別 利 益

投 資 有 価 証 券 売 却 益 1,186,312

新 株 予 約 権 戻 入 益 1,670 1,187,983

特 別 損 失

固 定 資 産 除 売 却 損 13,464

減 損 損 失 104,116

新型コロナウイルス感染症による損失 19,883

そ の 他 505 137,970

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 805,277

法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 451,200

法 人 税 等 調 整 額 97,885 549,086

当 期 純 利 益 256,191

非 支 配 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 損 失 70,869

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 327,061

※単位未満の端数処理は、切り捨て表示によっております。
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連結株主資本等変動計算書

（令和元年10月１日から
令和２年９月30日まで）

（単位：千円）

株 主 資 本

資 本 金
資 本
剰 余 金

利益剰余金 自 己 株 式 株主資本合計

当 期 首 残 高 1,814,647 1,758,988 125,141 △845 3,697,932

当 期 変 動 額

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益

327,061 327,061

新 株 の 発 行 623,266 623,266 1,246,532

剰 余 金 の 配 当 △212,404 △212,404

自 己 株 式 の 取 得 △83,582 △83,582

株主資本以外の項目
の当期変動額（純額）

－

当 期 変 動 額 合 計 623,266 623,266 114,656 △83,582 1,277,606

当 期 末 残 高 2,437,914 2,382,254 239,797 △84,427 4,975,539

その他の包括利益

累計額
新株

予約権

非支配株主

持分

純資産

合計
その他有価

証券評価差

額金

為替換算

調整勘定

その他の

包括利益

累計額合計

当 期 首 残 高 － △71,764 △71,764 21,500 553,683 4,201,351

当 期 変 動 額

親会社株主に帰属する

当 期 純 利 益
327,061

新 株 の 発 行 1,246,532

剰 余 金 の 配 当 △212,404

自 己 株 式 の 取 得 △83,582

株主資本以外の項目

の当期変動額（純額）
30,206 4,968 35,175 △4,388 △113,411 △82,624

当 期 変 動 額 合 計 30,206 4,968 35,175 △4,388 △113,411 1,194,982

当 期 末 残 高 30,206 △66,795 △36,589 17,111 440,271 5,396,333

※単位未満の端数処理は、切り捨て表示によっております。
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貸 借 対 照 表
(令和２年９月30日現在)

（単位：千円）

資 産 の 部 負 債 の 部

流 動 資 産 2,443,116 流 動 負 債 1,539,625

現 金 及 び 預 金 1,286,449 短 期 借 入 金 700,000

営 業 未 収 入 金 135,207 １年内返済予定の長期借入金 361,536

前 払 費 用 53,374 未 払 金 50,371

未 収 入 金 35,659 未 払 費 用 22,713

立 替 金 236,967 預 り 金 7,692

短 期 貸 付 金 707,165 未 払 法 人 税 等 370,627

そ の 他 38,121 賞 与 引 当 金 14,746

貸 倒 引 当 金 △49,829 そ の 他 11,939

固 定 資 産 5,597,716

有 形 固 定 資 産 29,997 固 定 負 債 804,310

建 物 及 び 構 築 物 21,297 長 期 借 入 金 804,310

工 具 器 具 備 品 8,700

負 債 合 計 2,343,935

無 形 固 定 資 産 18,455 純 資 産 の 部

ソ フ ト ウ エ ア 18,455 株 主 資 本 5,649,579

資 本 金 2,437,914

投 資 そ の 他 の 資 産 5,549,264 資 本 剰 余 金 2,356,388

投 資 有 価 証 券 69,705 　資 本 準 備 金 2,237,913

長 期 貸 付 金 545,317 　そ の 他 資 本 剰 余 金 118,474

関 係 会 社 株 式 4,783,478 利 益 剰 余 金 939,704

保 険 積 立 金 48,996 　そ の 他 利 益 剰 余 金 939,704

敷 金 及 び 保 証 金 58,838 　 繰 越 利 益 剰 余 金 939,704

長 期 前 払 費 用 4,011 　自 己 株 式 △84,427

繰 延 税 金 資 産 37,690 評 価 ・ 換 算 差 額 等 30,206

そ の 他 10,891 その他有価証券評価差額金 30,206

貸 倒 引 当 金 △9,667 新 株 予 約 権 17,111

純 資 産 合 計 5,696,897

資 産 合 計 8,040,833 負 債 純 資 産 合 計 8,040,833

※単位未満の端数処理は、切り捨て表示によっております。
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損 益 計 算 書

（令和元年10月１日から
令和２年９月30日まで）

（単位：千円）

科 目 金 額

営 業 収 益 875,842

営 業 費 用 899,184

営 業 損 失 23,341

営 業 外 収 益

受 取 利 息 47,589

為 替 差 益 6,725

そ の 他 7,164 61,479

営 業 外 費 用

支 払 利 息 12,950

そ の 他 9,291 22,241

経 常 利 益 15,895

特 別 利 益

投 資 有 価 証 券 売 却 益 1,186,312

新 株 予 約 権 戻 入 益 1,670 1,187,983

特 別 損 失

関 係 会 社 株 式 評 価 損 58,668

固 定 資 産 除 却 損 7 58,676

税 引 前 当 期 純 利 益 1,145,202

法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 342,530

法 人 税 等 調 整 額 △26,931 315,599

当 期 純 利 益 829,603

※単位未満の端数処理は、切り捨て表示によっております。
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株主資本等変動計算書

（令和元年10月１日から
令和２年９月30日まで）

（単位：千円）

株 主 資 本

資本金

資本剰余金 利 益 剰 余 金

資 本
準備金

その他
資 本
剰余金

資 本
剰余金
合 計

そ の 他
利益剰余金 利 益

剰余金
合 計繰越利益

剰 余 金

当 期 首 残 高 1,814,647 1,614,647 118,474 1,733,122 322,505 322,505

当 期 変 動 額

当 期 純 利 益 829,603 829,603

新 株 の 発 行 623,266 623,266 623,266

剰 余 金 の 配 当 △212,404 △212,404

自 己 株 式 の 取 得

株主資本以外の項目の当期変動額(純額)

当 期 変 動 額 合 計 623,266 623,266 － 223,266 617,199 617,199

当 期 末 残 高 2,437,914 2,237,913 118,474 2,356,388 939,704 939,704

株 主 資 本

その他有価証券
評価差額金

新株予約権 純資産合計
自己株式 株主資本合計

当 期 首 残 高 △845 3,869,430 － 21,500 3,890,930

当 期 変 動 額

当 期 純 利 益 829,603 829,603

新 株 の 発 行 1,246,532 1,246,532

剰 余 金 の 配 当 △212,404 △212,404

自 己 株 式 の 取 得 △83,582 △83,582 △83,582

株主資本以外の項目の当期変動額(純額) 30,206 △4,388 25,818

当 期 変 動 額 合 計 △83,582 1,780,149 30,206 △4,388 1,805,967

当 期 末 残 高 △84,427 5,649,579 30,206 17,111 5,696,897

※単位未満の端数処理は、切り捨て表示によっております。
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連結注記表・個別注記表について

　株主総会招集ご通知に際して提供すべき書類のうち、「連結注記表」および

「個別注記表」につきましては、法令および定款第15条の規定に基づき、インタ

ーネット上の当社ウェブサイト（アドレス https://www.recomm.co.jp/）に掲

載しておりますので、本招集ご通知には記載しておりません。従いまして、本招

集ご通知に含まれる「連結計算書類」および「個別計算書類」は、会計監査人お

よび監査等委員会が監査した連結計算書類および計算書類の一部であります。
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連結計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書
令和２年12月３日

レカム株式会社
　取締役会 御中

新宿監査法人

　東京都新宿区

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 田 中 信 行 ㊞

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 加 藤 寛 司 ㊞

監査意見
　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、レカム株式会社の令和元
年10月１日から令和２年９月30日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、
連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表に
ついて監査を行った。
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認め
られる企業会計の基準に準拠して、レカム株式会社及び連結子会社からなる企業
集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点に
おいて適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠
して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監
査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職
業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監
査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の
基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠して連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又
は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計
算書類を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公
正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する
必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職
務の執行を監視することにある。
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連結計算書類の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書
類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を
得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明する
ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又
は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込
まれる場合に、重要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、
監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持し
て以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要
な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及
び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な
監査証拠を入手する。

・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するため
のものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切
な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によっ
て行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるか
どうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生
じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結
論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査
報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不
確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に
対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監
査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ
り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認め
られる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を
含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる
取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情
報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監
査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意
見に対して責任を負う。

　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査
の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及
び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理
に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に
考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じて
いる場合はその内容について報告を行う。

利害関係
　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法
の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書
令和２年12月３日

レカム株式会社
　取締役会 御中

新宿監査法人

　東京都新宿区

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 田 中 信 行 ㊞

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 加 藤 寛 司 ㊞

監査意見
　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、レカム株式会社の
令和元年10月１日から令和２年９月30日までの第27期事業年度の計算書類、すな
わち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにそ
の附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
　当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認めら
れる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状
況を、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠
して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査
における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業
倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその
他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か
つ適切な監査証拠を入手したと判断している。

計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠して計算書類等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は
誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営
者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類
等を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥
当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要
がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職
務の執行を監視することにある。
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計算書類等の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等
に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得
て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明すること
にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集
計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる
場合に、重要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、
監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持し
て以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要
な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及
び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な
監査証拠を入手する。

・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するための
ものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な
監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によっ
て行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかど
うか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じ
させるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論
付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報
告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実
性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除
外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書
日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業
は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認めら
れる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含
めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や
会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査
の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及
び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理
に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に
考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じて
いる場合はその内容について報告を行う。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記
載すべき利害関係はない。

以 上
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監査等委員会の監査報告

監 査 報 告 書

　当監査等委員会は、令和元年10月１日から令和２年９月30日までの第27期事業

年度における取締役の職務の執行について監査いたしました。その方法及び結果

につき以下のとおり報告いたします。

１．監査の方法及びその内容

　 監査等委員会は、会社法第 399 条の13第１項第１号ロ及びハに掲げる事項

に関する取締役会決議の内容並びに当該決議に基づき整備されている体制

（内部統制システム）について取締役及び使用人等からその構築及び運用の

状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明す

るとともに、下記の方法で監査を実施しました。

　 ①監査等委員会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、会社の内部統制

部門と連携の上、重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務

の執行に関する事項の報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁

書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調

査しました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意

思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受け

ました。

　 ②会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを

監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について

報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職

務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第

131 条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10

月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に

応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、

計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）

及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、

連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。
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２．監査の結果

　(1) 事業報告等の監査結果

　① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正し

く示しているものと認めます。

② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する

重大な事実は認められません。

　③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。

また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職

務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

　(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

　会計監査人新宿監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

　(3) 連結計算書類の監査結果

　会計監査人新宿監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

令和２年12月４日

レ カ ム 株 式 会 社

監 査 等 委 員 会

監査等委員 加 藤 秀 人 ㊞
監査等委員 山 口 義 成 ㊞
監査等委員 嶋 津 良 智 ㊞

(注) 監査等委員山口義成及び嶋津良智は、会社法第２条第15号及び第331条第６項に規定する

社外取締役であります。

以 上
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株主総会参考書類
　
第１号議案 剰余金の処分の件

当社は、株主への利益配分を経営の最重要課題の一つとして認識しており、配当

金につきましては親会社株主に帰属する当期純利益の30％を基準とし、実績に連動

した配当を実施することを基本方針としております。また一方で、安定的に配当を

継続させることもひとつの方針としております。なお、内部留保資金につきまして

は、健全な株主資本と有利子負債とのバランスを考慮し、適正な内部留保資金を確

保する考えであります。

このような基本方針に基づき、当期においては、連結経常利益については赤字と

なったものの、当社単体においては経常黒字であり、かつ、投資有価証券の売却益

の計上もあったことから、以下のとおり期末配当をさせていただきたいと存じます。

　期末配当に関する事項

　 ① 配当財産の種類

　 金銭といたします。

② 配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき２円00銭 総額162,717,510円

　 ③ 剰余金の配当が効力を生じる日

　 令和２年12月28日
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第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件

　取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名全員は、本総会終結の時をもって
任期満了となります。つきましては、取締役（監査等委員である取締役を除く。）５
名の選任をお願いするものであります。
　なお、本議案に関しましては、当社の監査等委員会は、すべての取締役候補者に
ついて適任であると判断しております。
　取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者は、次のとおりであります。

候補者
番 号

氏 名
(生年月日)

略 歴、 当 社 に お け る 地 位 お よ び 担 当
(重 要 な 兼 職 の 状 況)

所有する当社
の 株 式 数

１
伊 藤 秀 博

(昭和37年11月12日生)

昭和60年４月 新日本工販株式会社（現・株式会社フォー
バル）入社

5,000千株

平成３年４月 株式会社アイシーエス設立 代表取締役社
長

平成６年９月 当社代表取締役社長（現任）

平成15年10月 大連賚卡睦通信設備有限公司（現・レカム
ビジネスソリューションズ（大連）株式有
限公司）董事長（現任）

平成18年４月 株式会社ケーイーエス（現・オーパス株式
会社）代表取締役社長

平成18年10月 レカムグループＣＥＯ(現任)

平成18年11月 株式会社アレックシステムサービス取締役

平成21年５月 株式会社アスモ（現・オーパス株式会社）
取締役

平成28年９月 レカムＢＰＯ株式会社代表取締役

平成29年７月 ベトナムレカム有限会社代表取締役

令和元年10月 レカムジャパン株式会社取締役会長
オーパス株式会社取締役会長
株式会社産電取締役会長

[重要な兼職の状況]
レカムビジネスソリューションズ（大連）株式有限公司董
事長
レカムジャパン株式会社取締役
レカムＢＰＯ株式会社取締役
株式会社産電取締役

２
木 下 建

(昭和49年２月11日生)

平成27年８月 当社入社 顧問

194千株

平成27年10月 当社常務執行役員情報通信事業本部長
オーパス株式会社取締役（現任）

平成28年７月 レカムエナジーパートナー株式会社代表取
締役

平成29年10月 レカムジャパン株式会社代表取締役

平成30年２月 当社常務執行役員環境関連事業本部長

平成30年12月 株式会社産電取締役（現任）

令和元年10月 当社常務執行役員海外第一事業本部長

令和２年４月 当社常務執行役員経営管理本部長兼海外第
一事業本部長

平成２年７月 レカムジャパン株式会社取締役（現任）

平成２年10月 当社常務執行役員経営管理本部長兼人財戦
略本部長（現任）

[重要な兼職の状況]

レカムジャパン株式会社取締役

オーパス株式会社取締役
株式会社産電取締役
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候補者
番 号

氏 名
(生年月日)

略 歴、 当 社 に お け る 地 位 お よ び 担 当
(重 要 な 兼 職 の 状 況)

所有する当社
の 株 式 数

３
砥 綿 正 博

(昭和40年10月１日生)

平成19年１月 当社入社 執行役員経営企画室長

14千株

平成19年10月 当社執行役員経営管理本部長ＣＦＯ

平成19年12月 当社取締役執行役員経営管理本部長ＣＦＯ

平成20年10月 当社取締役常務執行役員経営管理本部長Ｃ
ＦＯ

平成21年12月 当社取締役退任

平成22年４月 株式会社セントリックス入社 取締役経営
管理本部長

平成23年９月 同社取締役退任

平成23年10月 株式会社ワークビット入社 管理部長

平成27年11月 当社入社 顧問

平成27年12月 当社取締役執行役員経営管理本部長ＣＦＯ

平成30年２月 レカムＩＥパートナー株式会社取締役

平成30年12月 株式会社産電取締役（現任）

平成31年２月 オーパス株式会社代表取締役社長

令和元年６月 レカムビジネスソリューションズ（タイ）
株式会社取締役（現任）

令和２年４月 当社取締役執行役員財務本部長ＣＦＯ（現
任）

令和２年10月 レカムジャパン株式会社取締役（現任）

[重要な兼職の状況]

レカムジャパン株式会社取締役

株式会社産電取締役
レカムビジネスソリューションズ（タイ）株式会社取締役

４
大 嶋 祐 紀

(昭和22年６月７日生)

昭和46年４月 オリエント・リース株式会社（現オリック

ス株式会社）入社

－

平成６年４月 ORIX ASIA Ltd.(香港)社長

平成12年４月 Korea Development Leasing Corp.(ソウル)

取締役副社長

平成14年６月 オリックス株式会社 海外事業本部副本部

長

平成16年３月 ORIX Auto Leasing Korea Corp(ソウル)

(現ORIX Capital Korea Corp)社長

平成17年６月 オリックス株式会社 執行役海外事業本部

長

平成21年１月 ORIX USA Corp(ダラス)会長

平成24年９月 オリックス株式会社 専務執行役グローバ

ル事業本部長兼中国総支配人

平成26年１月 同社 専務執行役東アジア事業本部長

平成27年６月 同社 顧問

平成29年４月 ザ シニアーズ株式会社 非常勤取締役

平成29年６月 オリックス株式会社顧問を退任

平成30年12月 当社社外取締役（現任）
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候補者
番 号

氏 名
(生年月日)

略 歴、 当 社 に お け る 地 位 お よ び 担 当
(重 要 な 兼 職 の 状 況)

所有する当社
の 株 式 数

５
三 宅 伊 智 朗

(昭和31年２月28日生)

昭和54年４月 清水建設株式会社入社

－

平成２年９月 シティバンク入社

平成４年４月 シティーグループ／シティバンク銀行在日

支店 法人本部マネージングダイレクター

金融法人部長

平成16年９月 三井住友海上シティ生命株式会社 代表取

締役共同社長

平成17年５月 三井住友海上メットライフ生命株式会社

代表取締役共同社長

平成19年３月 アリアンツ生命株式会社 代表取締役社長

ＣＥＯ

平成25年９月 Ｓ＆Ｐレーティングサーヴィス ジャパン

株式会社 代表取締役社長

平成29年５月 S&P Global JAPAN 特別顧問

平成30年７月 アルテリア・ネットワークス株式会社 社

外取締役（現任）

平成30年12月 当社社外取締役（現任）

[重要な兼職の状況]

アルテリア・ネットワークス株式会社 社外取締役
(注) 1. 取締役候補者のうち、伊藤秀博氏は、レカムビジネスソリューションズ（大連）株式有限

公司の董事長を兼務しており、同社は当社と取引関係があります。他の候補者と当社との
間には特別の利害関係はありません。

2. 取締役候補者のうち木下建氏は新任の取締役候補者であります。
3. 取締役候補者のうち大嶋祐紀氏および三宅伊智朗氏は社外取締役の候補者であります。
4. 大嶋祐紀氏を社外取締役候補者とした理由は、豊富な経験と知見を有しており、取締役会

の透明性の向上および監督機能の強化に繋がるものと考えております。また、同氏は海外
でのビジネス経験が極めて豊富であり、今後の当社グループの海外事業の拡大にその経験
が活かされるものと判断し、社外取締役候補者といたしました。なお、同氏の社外取締役
としての在任期間は、本総会終結の時をもって２年となります。

5. 三宅伊智朗氏を社外取締役候補者とした理由は、豊富な経験と知見を有することから取締
役会の透明性の向上および監督機能の強化に繋がるものと考えております。また、外資系
金融関連企業や有力格付会社での豊富なマネージメント経験が、今後の当社グループの事
業拡大や組織体制の整備などに寄与するものと判断し、社外取締役候補者といたしました。
なお、同氏の社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって２年となります。

6. 当社は、大嶋祐紀氏および三宅伊智朗氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として
届け出ております。両氏の選任が承認可決された場合は、引き続き独立役員として届け出
る予定であります。

7. 当社は、大嶋祐紀氏および三宅伊智朗氏との間で会社法第427条第１項の規定による責任限
定契約を締結しており、両氏の選任が承認可決された場合は当該契約を継続する予定であ
ります。当該契約に基づく会社法第423条第１項の損害賠償責任の限度額は、法令の定める
最低責任限度額としております。

8. 所有する当社の株式数には、役員持株会の所有株式数の当人持分を含んでおります。

　以 上
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株主総会会場ご案内図

〒160－8330 東京都新宿区西新宿二丁目２番１号

京王プラザホテル 南館４階「扇」
　

　
　会場まで

●ＪＲ線・京王線・小田急線・東京メトロ丸ノ内線

新宿駅（西口）から徒歩５分

●都営地下鉄大江戸線

都庁前駅（Ｂ１出口）よりすぐ

◎会場へのお車でのご来場はご遠慮くださいますようお願い申しあげます。
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